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諮問庁：内閣総理大臣 

諮問日：平成２７年２月５日（平成２７年（行情）諮問第３９号） 

答申日：平成２８年１１月９日（平成２８年度（行情）答申第４９８号） 

事件名：特定秘密の保護に関する法律案の庶務担当部局が内閣法制局の審査の

ために行政文書ファイル等につづった文書の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   「特定秘密保護法案に対する内閣法制局の法令審査のために同法案の担

当部局が，その業務のために行政文書ファイル等につづった文書の全て。

＊『行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令』別表でいう『七 

電磁的記録』があれば，それを希望」（以下「本件請求文書」という。）

の開示請求に対し，別紙に掲げる２７文書を特定し，その一部を不開示と

した決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく本件請求文書の開示請求に対し，平成２６年１０月２７

日付け閣情第７２０号により内閣情報官（以下「処分庁」という。）が

行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について，その取消し及

び文書の再特定を求める。 

２ 審査請求の理由 

（１）不開示処分の対象部分の特定を求める。 

内閣府情報公開・個人情報保護審査会の審議において審査請求人は書

面を通じてしか意見を申し立てることができない。したがって不開示部

分を直接指さして特定するという方法が採れないため，原処分における

特定の仕方では不十分である。 

また，何頁の何行目から何行目までという辺りまで不開示部分の特定

がされないと審査会の審議における書面での申立てに支障が生じること

及び平成２２年度（行情）答申第５３８号で指摘されたような原本と開

示実施文書の相違の発生防止の観点から，更に特定を求めるものである。 

（２）一部に対する不開示決定の取消し。 

 記録された内容を精査し，支障が生じない部分については開示すべき

である。 

（３）電磁的記録についても特定を求める。 

情報公開手続についての国の統一的指針である「情報公開事務処理の
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手引」２２頁は，「行政文書を文書又は図画と電磁的記録の両方の形態

で保有している場合には，文書又は図画について，スキャナで読み取っ

てできた電磁的記録を交付する方法と既に保有している電磁的記録をそ

のまま交付する方法とがあることから，開示請求の手続の中で開示請求

者にその旨教示し，対象となる行政文書をあらかじめ請求者に特定して

いただいておくことが必要である」と定めている。 

そこで本件対象文書についても，電磁的記録形式での特定を求めるも

のである。 

 （４）開示実施手数料の見直しを求める。 

本件対象文書に電磁的記録（既にスキャナで読み取ってできた電磁的

記録，又は既に保有している電磁的記録）が存在すれば，これに係る開

示実施手数料は１ファイルにつき２１０円である。その場合，本件開示

決定に係る開示実施手数料は開示決定通知書での請求額より少なくなる

と思われるので，開示実施手数料の見直しを求めるものである。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 理由説明書 

 （１）経緯 

本件請求文書の開示請求を受け，処分庁は，平成２６年５月２日付け

閣情第３５７号をもって開示決定等期限の延長措置を講じた上で，秘密

保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書のうち，平成２

３年８月１日分（以下「先行一部開示文書」という。）について，平成

２６年６月２日付け閣情第４２０号において先行して一部開示決定を行

い，本件対象文書について，平成２６年１０月２７日付け閣情第７２０

号において原処分を行ったところ，本件審査請求が提起されたものであ

る。 

（２）秘密保全法制と本件対象文書について 

ア 秘密保全法制に関する検討過程 

平成２２年１０月以降，尖閣沖漁船衝突事件のビデオがインター

ネット上に流出する事案等，政府の情報保全体制に対する信頼が揺

らぐような事態が発生したことを受け，内閣総理大臣から，政府に

おける情報保全に関し早急に検討を進め結論を得るように指示があ

り，同年１２月７日付け内閣総理大臣決裁により，内閣官房長官を

委員長とする「政府における情報保全に関する検討委員会」（以下

「検討委員会」という。）が開催されることとなった。さらに，検

討委員会における検討に資するため，平成２３年１月４日付け検討

委員会委員長決定により，各界の有識者から意見を聴くことを目的

とした「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」（以

下「有識者会議」という。）が開催されることとなった。有識者会

議は全６回にわたり開催され，同年８月８日，同有識者会議におけ
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る議論を踏まえた「秘密保全のための法制の在り方について（報告

書）」が検討委員会に提出された。 

これを受け，平成２３年１０月７日の第４回検討委員会において，

当該報告書の内容を十分尊重の上，秘密保全に関する法制の整備の

ための法制化作業を進めることが決定された。その後，政権交代を

経る中においても，上記法案化作業は継続して行われることとなり，

平成２５年１０月２５日，特定秘密の保護に関する法律案が閣議決

定され，同年１２月６日，第１８５回臨時国会において，「特定秘

密の保護に関する法律」（平成２５年法律第１０８号。以下「特定

秘密保護法」という。）が可決・成立した。 

   イ 本件対象文書について 

   本件対象文書は，内閣情報調査室を中心に秘密保全に関する法制の

整備のための法案化作業が本格的に開始された平成２３年８月から

特定秘密保護法案が閣議決定される同２５年１０月までの間の内閣

情報調査室と関係省庁との協議に係る文書及び同法案に関する内閣

法制局における審査に係る文書である。 

 （３）審査請求人の主張及び原処分の妥当性について 

ア 審査請求人は，上記第２の２（１）に係る審査請求の理由として，

「内閣府情報公開・個人情報保護審査会の審議において審査請求人は

書面を通じてしか意見を申し立てることができない。したがって不開

示部分を直接指さして特定するという方法が採れないため，原処分に

おける特定の仕方では不十分である。」と主張している。しかしなが

ら，情報公開・個人情報保護審査会設置法１０条１項において，「審

査会は，不服申立人等から申立てがあったときは，当該不服申立人等

に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。」と規定されて

いることから，書面を通じてしか意見を申し立てることができないと

主張する審査請求人の主張は当たらない。 

また，審査請求人は，「何頁の何行目から何行目までという辺りま

で不開示部分の特定がされないと審査会の審議における書面での申

立てに支障が生じる」と主張しているが，処分庁は，原処分におけ

る行政文書の特定に当たっては，法の規定に基づき適法に行ってい

ることから，審査請求人の主張は当たらない。 

この点，実質的にも，行政文書開示等決定通知書の「２ 不開示と

した部分とその理由」欄において，本件対象文書を月単位で区分し

た上で，当該対象文書に含まれる不開示部分及び不開示理由を明記

しており，審査請求人の主張するような審査会の審議における書面

での申立に支障が生じることはない。 

さらに，審査請求人は，「平成２２年（行情）答申第５３８号で指

摘されたような原本と開示実施文書の相違の発生防止の観点から，
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更に特定を求めるものである。」と主張している。しかしながら，

平成２２年（行情）答申第５３８号は，本件とは全く関係のない審

査請求案件に係る防衛大臣からの諮問に対する審査会の答申であり，

防衛省内部における情報公開請求に係る処理上の瑕疵について指摘

した内容であることから，原処分とは何ら関係なく，また，原処分

において，処分庁は適法に対象文書を特定していることから，審査

請求人の主張は当たらない。 

   イ 審査請求人は，上記第２の２（２）に係る審査請求の理由として，

「記録した内容を精査し，支障が生じない部分については開示すべ

きである。」と主張している。しかしながら，処分庁は，本件各不

開示部分における開示・不開示の可否について，関係省庁と綿密に

協議を行うなど十分に精査をしており，本件各不開示部分における

法５条各号該当性は明らかであることから，審査請求人の主張は当

たらない。 

   ウ 審査請求人は，上記第２の２（３）に係る審査請求の理由として，

「情報公開手続についての国の統一的指針である『情報公開事務処

理の手引』２２頁は，『行政文書を文書又は図画と電磁的記録の両

方の形態で保有している場合には，文書又は図画について，スキャ

ナで読み取ってできた電磁的記録を交付する方法と既に保有してい

る電磁的記録をそのまま交付する方法とがあることから，開示請求

の手続の中で開示請求者にその旨教示し，対象となる行政文書をあ

らかじめ請求者に特定していただいておくことが必要である』と定

めている。そこで本件対象文書についても，電磁的記録の特定を求

めるものである。」と主張している。しかしながら，処分庁は，本

件対象文書を紙媒体で保有しており，本件対象文書を電磁的記録に

より交付する場合，スキャナで読み取って作成した電磁的記録を交

付する以外の選択肢はないことから，処分庁による原処分は妥当で

ある。 

なお，処分庁は，行政文書開示等決定通知書の「３ 開示の実施の

方法等」欄において，開示の実施に際し，審査請求人が選択可能な

方法等を複数示している。 

エ 審査請求人は，上記第２の２（４）に係る審査請求の理由として，

「本件対象文書に電磁的記録（既にスキャナで読み取ってできた電磁

的記録，又は既に保有している電磁的記録）が存在すれば，これに係

る開示実施手数料は１ファイルにつき２１０円である。その場合，本

件開示決定に係る開示実施手数料は開示決定通知書での請求額より少

なくなると思われるので，開示実施手数料の見直しを求めるものであ

る。」と主張している。しかしながら，上記（３）で述べたとおり，

そもそも処分庁は，本件対象文書を紙媒体で保有しており，電磁的記
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録としては保有していない。したがって，処分庁は，法施行令別表の

規定に基づき，原処分に係る開示実施手数料を適法に設定しているこ

とから，審査請求人の主張は当たらない。 

（４）結語 

以上のとおり，本件審査請求の趣旨については，いずれも審査請求人

の主張は当たらず，処分庁における原処分は適法に行われていることか

ら，原処分は維持されるべきである。 

２ 補充理由説明書 

 （１）本件対象文書について 

    本件対象文書は，別紙に掲げる２７文書である。 

（２）不開示情報該当性について 

ア 文書１ないし文書２７中の内閣情報調査室の課長相当職未満の職員

の氏名については，公にすることにより，特定の個人を識別すること

が可能となり，同室が行う情報収集活動に対して他国機関等から対

抗・妨害措置を講じられるなど，同室が行う事務の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがあり，ひいては我が国の安全が害されるおそれがあ

ることから，法５条１号，３号及び６号に該当するため不開示とした。 

イ 文書１ないし文書２７中の行政機関の電話番号，電子メールアドレ

ス及びＵＲＬについては，公にすることにより，他国機関等からいた

ずらや偽計に使用され，国の機関が必要とする際の緊急の連絡や部外

との連絡に支障をきたすなど，各行政機関が行う事務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあり，ひいては我が国の安全が害されるおそれ

があることから，法５条３号及び６号に該当するため不開示とした。 

また，防衛省の職員の氏名については，公にすることにより，特定

の個人を識別することが可能となり，所掌事務の性質上，敵対する

勢力から対抗・妨害措置を講じられるなど，事務の適正な遂行に支

障を及ぼすおそれがあり，ひいては我が国の安全が害されるおそれ

があることから，法５条１号，３号及び６号に該当するため不開示

とした。 

ウ 文書１ないし文書２４，文書２６及び文書２７中の外務省の課長相

当職未満の職員の氏名については，公にすることにより，特定の個人

を識別することが可能となり，我が国の安全が害されるおそれ，公共

の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ，事務又は事務の適切な遂

行に支障をきたすおそれがあることから，法５条１号，３号，４号及

び６号に該当するため不開示とした。 

エ 文書１ないし文書１８，文書２０ないし文書２２，文書２４，文書

２５及び文書２７中の警察庁の警部若しくは同相当職以下の職員の氏

名又はユーザーＩＤ番号については，公にすることにより，特定の個

人を識別することが可能となり，当該職員等に危害が加えられるおそ
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れがあるなど，公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあり，

ひいては我が国の安全が害されるおそれがあることから，法５条１号，

３号，４号及び６号に該当するため不開示とした。 

オ 文書１ないし文書１８，文書２２及び文書２７中の公安調査庁の課

長相当職未満の職員の氏名については，公にすることにより，特定の

個人を識別することが可能となり，調査対象団体により人物を特定さ

れ，同人に対する調査対象団体による働きかけの危険性が高まるため，

公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ及び事務の適切な遂行

に支障を及ぼすおそれがあることから，法５条１号，４号及び６号に

該当するため不開示とした。 

カ 文書１及び文書２中の外交機密の具体的な項目が列挙されている部

分については，公にすることにより，我が国の安全が害されるおそれ

があり，特に他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれや

関係国等との信頼関係が損なわれるおそれがあることから，法５条３

号に該当するため不開示とした。 

キ 文書２ないし文書１８及び文書２２中の法務省の係長相当職未満の

職員の氏名については，公にすることにより，特定の個人を識別する

ことが可能となり，今後の刑事訴訟手続における法執行活動に支障が

生じるおそれがあることから，法５条１号，４号及び６号に該当する

ため不開示とした。 

ク 文書２中の過去の刑事事件における関係者の氏名等が記載されてい

る部分については，特定の個人を識別することができ，公にすること

により，個人の権利利益を害するおそれがあることから，法５条１号

に該当するため不開示とした。 

ケ 文書４中の我が国の懸案事項に関する概念整理や相手国から得た各

種情報への評価等が記載されている部分については，公にすることに

より，我が国の安全が害されるおそれがあり，特に他国若しくは国際

機関との交渉上不利益を被るおそれや関係国等との信頼関係が損なわ

れるおそれがあることから，法５条３号に該当するため不開示とした。 

     また，公電を基に作成された諸外国における秘密保護法違反事件の

刑事司法手続に関する具体的な内容が記載されている部分について

は，公にすることによって，諸外国との信頼関係が損なわれるおそ

れがあることから，法５条３号に該当するため不開示としたが，国

の機関の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれもあるため，同条

６号を追加する。 

コ 文書５ないし文書７，文書１３，文書１７及び文書２３ないし文書

２７中の我が国において現に実施されている秘密取扱者適格性確認制

度の具体的内容が記載されている部分については，公にすることによ

り，他国機関等から対抗・妨害措置が講じられ，我が国の安全が害さ
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れるおそれ並びに内閣情報調査室及び防衛省・自衛隊を含む政府の情

報保全事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから，法５

条３号及び６号に該当するため不開示とした。 

サ 文書５，文書６，文書１１ないし文書１４，文書２３及び文書２４

中の防衛省における防衛秘密の具体的な運用に関する内容が記載され

ている部分については，公にすることにより，防衛省における秘密保

全業務に支障を来たし，ひいては防衛省の任務の効果的な遂行に支障

が生じるおそれがあることから，法５条３号及び６号に該当するため

不開示とした。 

シ 文書６，文書７，文書９及び文書１８中の他国との間でやりとりさ

れる情報の具体例や当該情報への評価等が記載されている部分につい

ては，公にすることにより，国の安全が害されるおそれがあり，特に

他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれや関係国等との

信頼関係が損なわれるおそれがあることから，法５条３号に該当する

ため不開示とした。 

ス 文書９中の個人の氏名が記載されている部分については，特定の個

人を識別することができ，公にすることにより，個人の権利利益を害

するおそれがあることから，法５条１号に該当するため不開示とした。 

セ 文書２２中の防衛省における防衛秘密の保管状況及び取扱者の指定

状況が記載されている部分については，これを公にした場合，防衛省

の情報業務に関する具体的な現状が推察され，ひいては我が国の安全

が害されるおそれがあるとともに，防衛省の任務の効果的な遂行に支

障が生じるおそれがあることから，法５条３号及び６号に該当するた

め不開示とした。 

また，政府内における情報伝達に関する具体例が記載されている部

分については，公にすることにより，緊急事態に対する対応事務の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，我が国の安全を確保する

上で支障が生じるおそれがあるとともに，犯罪の予防，鎮圧又は捜

査等の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあることか

ら，法５条３号，４号及び６号に該当するため不開示とした。 

ソ 文書２３及び文書２４中の過去の秘密漏えい事件の名称が記載され

ている部分については，個人に関する情報であって，特定の個人を識

別することができ，公にすることにより，個人の権利利益を害するお

それがあることから，法５条１号に該当するため不開示とした。 

タ 文書２３中の防衛省における情報業務に関する具体的内容が記載さ

れている部分については，これを公にした場合，防衛省の情報業務に

関する具体的な現状，手法等が推察され，関係国との信頼関係を損な

い，ひいては我が国の安全が害されるおそれがあるとともに，防衛省

の任務の効果的な遂行に支障が生じるおそれがあることから，法５条
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３号及び６号に該当するため不開示とした。 

     また，防衛省における緊急事態の対応要領に関する具体的内容が記

載されている部分については，これを公にした場合，緊急事態にお

ける我が国の具体的な対応ぶりが推察され，ひいては我が国の安全

が害されるおそれがあるとともに，防衛省の任務の効果的な遂行に

支障が生じるおそれがあることから，法５条３号及び６号に該当す

るため不開示とした。 

チ 文書２７中の経済産業省の職員の所属及び氏名の一部については，

公にすることにより，特定の個人を識別することが可能となるととも

に，特に秘匿すべき情報等を保有する部局が想起されるなど，情報保

全事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，ひいては我が国の

安全が害されるおそれがあることから，法５条１号，３号及び６号に

該当するため不開示とした。 

また，核物質防護の措置に関する内容が記載されている部分及び特

別管理秘密の内容や指定状況等について記載されている部分につい

ては，これを公にすることにより，テロを企図する者に対し，これ

らの情報を取得するための不正なアクセスを誘因する等，国の事務

の適正な遂行が阻害されるおそれがあり，その結果，万一当該情報

が不正に盗取された場合には，措置内容を基に妨害破壊行為を企て，

実行されることにより，公共の安全に支障を及ぼすおそれがあるこ

とから，法５条４号及び６号に該当するため不開示とした。 

他国の通信に関する情報が記載されている部分については，これを

公にすることにより，我が国と他国との安全保障上の関係を損ない，

信頼関係に悪影響を及ぼすおそれがあるとともに，防衛省・自衛隊

の任務の効果的な遂行に支障を生じさせるおそれがあることから， 

法５条３号に該当するため不開示とした。 

（３）本来不開示とすべき部分について 

文書２５では，外務省の課長相当職未満の職員の氏名について，本来，

不開示とすべきところであったものの，開示することとなる原処分を

行った。 

しかしながら，当該部分は，これを公にすることにより，特定の個

人を識別することが可能となり，我が国の安全が害されるおそれ，公共

の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ，事務又は事務の適切な遂行

に支障をきたすおそれがあることから，法５条１号，３号，４号及び６

号に該当し，開示することはできない。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２７年２月５日     諮問の受理 

   ② 同日            諮問庁から理由説明書を収受 
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   ③ 同月２３日         審議 

   ④ 平成２８年１０月３日    委員の交代に伴う所要の手続の実施，

本件対象文書の見分及び審議 

   ⑤ 同月２０日         諮問庁から補充理由説明書を収受 

⑥ 同年１１月７日       審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件対象文書は，文書１ないし文書２７である。 

諮問庁は，補充理由説明書（上記第３の２（３））において，文書２５

のうち外務省の課長相当職未満の職員の氏名が記載されている部分（以下

「本件開示部分」という。）については，法５条１号，３号，４号及び６

号に該当するため不開示とすべき情報である旨説明する。 

しかしながら，本件開示部分は，原処分（開示決定通知書）において開

示されている部分であるから，審査請求の対象外と解されるので，当審査

会では，当該部分の不開示情報該当性についての判断は行わない。 

審査請求人は，原処分の取消し及び文書の再特定を求めており，諮問庁

は，本件対象文書を特定し，その一部が法５条１号，３号，４号及び６号

に該当するとして不開示とした原処分を妥当としていることから，以下，

本件対象文書の見分結果に基づき，本件対象文書の特定の妥当性及び不開

示情報該当性について検討する。 

２ 本件対象文書の特定の妥当性について 

（１）本件対象文書の特定について，当審査会事務局職員をして諮問庁に確

認させたところ，次のとおりであった。 

ア 本件対象文書は，内閣情報調査室を中心に秘密保全に関する法制の

整備のための法案化作業が本格的に開始された平成２３年８月から特

定秘密保護法案が閣議決定される平成２５年１０月までの間の同室と

関係省庁との協議及び法制局審査に係る文書であり，それぞれ月ごと

に一文書にまとめているものである。各文書は，同室担当者が関係省

庁等担当者との間でやり取りした電子メールの本文の写し及びその添

付文書，関係省庁の協議や法制局審査の内容を同室担当者が記録した

文書，同法案について同室で検討した文書並びに同法案について同室

において検討する上で参考にするために収集した文書等で構成されて

いる。この中には同室の担当者が電磁的記録で作成又は受領した文書

も含まれているが，行政文書ファイルとして一体的に管理するために

印刷して紙媒体で保存することとしたものであり，元の電磁的記録は

必要がないため廃棄した。 

イ 本件審査請求を受け，念のため，関係部署の机，書庫・書架，パソ

コン上のファイル等の探索を行ったが，本件対象文書及び先行一部開

示文書の他に，本件請求文書に該当する文書は確認できなかった。 
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（２）本件対象文書には手書きの部分があること及び本件対象文書の利用目

的等を踏まえると，本件対象文書の電磁的記録を保有していない旨の諮

問庁の上記（１）の説明は不自然，不合理とはいえず，他に本件対象文

書の電磁的記録の存在をうかがわせる事情も認められないことから，内

閣情報調査室において，本件対象文書の外に本件請求文書に該当する文

書（電磁的記録）を保有しているとは認められない。  

３ 不開示情報該当性について 

（１）法５条１号該当性について 

ア 刑事事件における関係者の氏名等について 

文書２では，昭和４１年に判決が確定している特定郵便局の職員に

係る秘密漏えい事案に関し，関係者の氏名及び所在地等が記載され

ている部分が不開示とされている。 

当該部分は，一体として法５条１号本文前段の個人に関する情報で

あって，特定の個人を識別することができるものに該当すると認め

られる。 

そこで，法５条１号ただし書該当性について検討すると，当該部分

は，同号ただし書イないしハに該当する事情も認められず，さらに，

一体として個人識別部分に該当すると認められることから，法６条

２項による部分開示の余地はなく，法５条１号に該当し，不開示と

することが妥当である。 

イ 特定個人の氏名について 

文書９では，特定個人の姓が記載されている部分が不開示とされ

ている。 

当該部分は，法５条１号本文前段の個人に関する情報であって，特

定の個人を識別できるものに該当し，同号ただし書イないしハに該

当する事情も認められず，さらに，当該情報は，個人識別部分に該

当すると認められることから，法６条２項による部分開示の余地は

なく，不開示とすることが妥当である。 

ウ 事件名について 

    文書２３及び文書２４では，平成１２年に発生した秘密漏えい事件

の名称として個人の姓が記載されている部分が不開示とされている。 

当該部分は，法５条１号本文前段の個人に関する情報であって，特

定の個人を識別できるものに該当し，同号ただし書イないしハに該

当する事情も認められず，さらに，当該情報は，個人識別部分に該

当すると認められることから，法６条２項による部分開示の余地は

なく，不開示とすることが妥当である。 

（２）法５条３号該当性について 

ア 内閣情報調査室職員の氏名及び印影について  
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文書１ないし文書２７では，内閣情報調査室の課長相当職未満の

職員の氏名が記載されている部分が不開示とされている。 

内閣情報調査室は，内閣の重要政策に関する情報の収集及び分析

その他の調査に関する事務を所掌しており，同室職員の職務の特殊

性に鑑みれば，当該不開示部分を公にすることにより，当該職員が

特定され，情報を得ようとする者から当該職員に不当な働き掛けが

行われるなど，同室の職務に支障を及ぼすおそれがあり，ひいては

国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認めることにつ

き相当の理由があると認められるので，法５条３号に該当し，同条

１号及び６号について判断するまでもなく，不開示とすることが妥

当である。 

イ 防衛省職員の氏名について 

文書１ないし文書２７では，秘密保全に係る法制の在り方の検討に

関与した課長相当職未満の防衛省職員の氏名が記載されている部分

が不開示とされている。 

当該部分は，これを公にすることにより，防衛省において情報保全

業務に従事する職員が特定され，情報を得ようとする者から当該職

員に不当な働き掛けが行われるなど，防衛省における情報保全業務

に支障を及ぼすおそれがあり，ひいては国の安全が害されるおそれ

があると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認め

られるので，法５条３号に該当し，同条１号及び６号について判断

するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

ウ 外務省職員の氏名について 

文書１ないし文書２４，文書２６及び文書２７では，秘密保全に係

る法制の在り方の検討に関与した課長相当職未満の外務省職員の氏

名が記載されている部分が不開示とされている。 

当該部分は，これを公にすることにより，外務省において情報保全

業務に従事する職員が特定され，情報を得ようとする者から当該職

員に不当な働き掛けが行われるなど，外務省における情報保全業務

に支障を及ぼすおそれがあり，ひいては国の安全が害されるおそれ

があると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認め

られるので，法５条３号に該当し，同条１号，４号及び６号につい

て判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

エ 経済産業省職員の所属及び氏名について 

（ア）文書２７では，経済産業省の職員の所属及び氏名が記載されてい

る部分が不開示とされている。 

   不開示情報該当性について，当審査会事務局職員をして諮問庁に

確認させたところ，経済産業省においては，特別管理秘密を保有す

る部局を公にしておらず，特別管理秘密制度とも密接に関連する特
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定秘密保護法の協議において多数の質問を行った特定の部局及び所

属する職員の氏名を明らかにすることにより，経済産業省において

特別管理秘密を有する部局及び同局で同秘密を取り扱う職員の氏名

が明らかになるおそれがあるとのことであった。 

（イ）当該部分は，これを公にすることにより，経済産業省において機

微な情報を取り扱う部局名及び同部局でこれを取り扱う職員の氏名

が明らかとなり，情報を得ようとする者から当該職員を含めた特定

の部局の職員に対して不当な働き掛けが行われるなど，経済産業省

における情報保全業務に支障を及ぼすおそれがあり，ひいては国の

安全が害されるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相

当の理由があると認められるので，法５条３号に該当し，同条１号

及び６号について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当で

ある。 

オ 外交機密の項目について 

文書１及び文書２では，外交機密の具体的な項目が列挙されている

部分が不開示とされている。 

     当該部分は，公にすることにより，外交機密に指定され得る事項の

具体的内容が明らかとなり，我が国の安全が害されるおそれ，他国

若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しく

は国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が

認めることにつき相当の理由があると認められるので，法５条３号

に該当し，不開示とすることが妥当である。 

カ 我が国の外交上の課題に対する認識について 

文書４では，我が国の外交上の課題に対する認識が記載されている

部分が不開示とされている。 

    当該部分は，これを公にすることにより，個別具体的な外交上の課

題に対する政府の考え方が明らかになり，我が国の安全が害されるお

それ，他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他

国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関

の長が認めることにつき相当の理由があると認められるので，法５条

３号に該当し，不開示とすることが妥当である。 

キ 他国等から得た各種情報に対する認識等について 

文書４，文書６，文書７，文書９及び文書１８では，他国等から得

た情報の具体例や当該情報に対する認識及び他国等との情報協力に

おいて留意すべき事項等が記載されている部分が不開示とされてい

る。 

当該部分は，これを公にすることにより，他国等から得た情報に対

する我が国の認識等が明らかになり，我が国の安全が害されるおそれ，
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他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若し

くは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が

認めることにつき相当の理由があると認められるので，法５条３号に

該当し，不開示とすることが妥当である。   

ク 秘密取扱者の適格性確認に係る制度について 

    文書５ないし文書７，文書１３，文書１７及び文書２３ないし文書

２７では，我が国政府で開示請求時点において実施されていた秘密取

扱者の適格性確認に係る制度の具体的内容が記載されている部分が不

開示とされている。 

当該部分は，これを公にすることにより，我が国政府における秘密

保全態勢等が推察され，不正に情報を入手しようとする者による情報

収集活動を容易ならしめるなど，秘密保全に係る事務の遂行に支障を

及ぼし，ひいては国の安全が害されるおそれがあると行政機関の長が

認めることにつき相当の理由があると認められるので，法５条３号に

該当し，同条６号について判断するまでもなく，不開示とすることが

妥当である。 

ケ 防衛秘密の具体的な運用に関する内容について 

     文書５，文書６，文書１１ないし文書１４及び文書２２ないし文書

２４では，防衛省における防衛秘密の具体的な運用に関する内容が

記載されている部分が不開示とされている。 

当該部分は，これを公にすることにより，防衛省における防衛秘密

の運用態勢等が推察され，不正に情報を入手しようとする者による

情報収集活動を容易ならしめるなど，防衛省における秘密保全に係

る事務の遂行に支障を及ぼし，ひいては国の安全が害されるおそれ

があると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認め

られるので，法５条３号に該当し，同条６号について判断するまで

もなく，不開示とすることが妥当である。 

コ 政府内における緊急時の情報伝達に関する具体的手法について 

     文書２２では，政府内における緊急時の情報伝達に関する具体的手

法が記載されている部分が不開示とされている。 

     当該部分は，これを公にすることにより，緊急事態に対する国の対

応事務の適正な遂行に支障を来たし，ひいては国の安全が害される

おそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある

と認められるので，法５条３号に該当し，同条４号及び６号につい

て判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

サ 防衛省における情報業務に関する具体的内容について 

   文書２３では，防衛省における情報業務に関する具体的内容が記載

されている部分が不開示とされている。 
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   当該部分は，これを公にすることにより，防衛省における情報業務

の具体的内容が明らかとなり，悪意を有する相手方をして，対抗措

置を講ずることを容易ならしめるなど，防衛省・自衛隊の任務の効

果的な遂行に支障を生じさせ，ひいては国の安全が害されるおそれ

があると行政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認め

られるので，法５条３号に該当し，同条６号について判断するまで

もなく，不開示とすることが妥当である。 

シ 他国の通信に関する情報について 

     文書２７には，他国の通信に関する情報が記載されている部分が不

開示とされている。 

当該部分は，これを公にすることにより，他国との信頼関係が損な

われるおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由

があると認められるので，法５条３号に該当し，不開示とすること

が妥当である。 

（３）法５条４号該当性について 

ア  警察庁職員の氏名又はユーザーＩＤについて  

（ア）文書１ないし文書１８，文書２０ないし文書２２，文書２４，文

書２５及び文書２７では，警察庁職員の氏名及びユーザーＩＤが記

載されている部分が不開示とされている。 

不開示情報該当性について，当審査会事務局職員をして諮問庁に

確認させたところ，不開示とされた警察庁職員の氏名については，

警部及び同相当職以下の職にある警察庁職員に係るものであり，警

察庁においては，警部及び同相当職以下の職にある警察庁職員の氏

名を公表しておらず，当該職員の氏名が公になると，これを手掛か

りとして，犯罪等を企図する集団等の反社会的勢力が，何らかの有

益な情報を得ようとする，あるいは犯罪組織等にとって都合の悪い

施策や法案の企画・立案を妨害しようと接近，懐柔しようとするこ

とが考えられるほか，当該職員がこれを拒絶すれば，当該職員本人

への攻撃はもちろん，その家族への攻撃や報復が予想されるなどの

個人の権利利益が侵害されるとともに，警察業務に支障を及ぼすお

それがあり，当該職員の氏名は，公にすることにより，犯罪の予防，

鎮圧又は捜査，その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそ

れがあるとのことである。  

（イ）警察業務の特殊性に鑑みれば，諮問庁の上記（ア）の説明に特段

不自然，不合理な点は認められず，当該職員の氏名を公にすること

により，犯罪等を企図する集団等の反社会的勢力によって当該職員

を特定され，当該職員本人及びその家族が嫌がらせや攻撃の対象に

されたり，あるいは直接又は間接の不当な接触等により様々な懐柔，
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干渉を加えられ，警察活動の妨害が行われるなど，その業務に支障

を及ぼすおそれを否定できない。 

したがって，当該部分は，これを公にすることにより，犯罪の予

防，鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす

おそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある

と認められるので，法５条４号に該当し，同条１号，３号及び６号

について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

   イ 公安調査庁職員の氏名について 

（ア）文書１ないし文書１８，文書２２及び文書２７では，課長相当職

未満の公安調査庁職員の氏名が記載されている部分が不開示とされ

ている。 

   不開示情報該当性について，当審査会事務局職員をして諮問庁に

確認させたところ，次のとおりであった。  

ａ 公安調査庁は，破壊活動防止法及び無差別大量殺人行為を行っ

た団体の規制に関する法律に基づき，破壊的団体及び無差別大量

殺人行為を行った団体の規制に関する調査，処分の請求及び規制

措置を行い，もって，公共の安全の確保を図ることを任務として

いる。公安調査庁においては，課長相当職未満の職にある職員の

氏名を公表していない。  

b 当該部分が公になると，当該職員が特定され，これを手掛かり

として，当該職員本人に対する調査対象団体による働き掛けの危

険性が高まるほか，調査対象団体がより警戒心を強めて組織防衛

策を講じ，破壊的団体の実態解明が困難となるなど，公安調査庁

の業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，ひいては公共

の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある。 

（イ）公安調査庁職員の職務の特殊性に鑑みれば，諮問庁の上記（ア）

の説明に特段不自然，不合理な点は認められず，当該職員の氏名を

公にすることにより，当該職員が特定され，当該職員本人やその家

族又は当該職員が接触する情報提供者に危険が及ぶおそれがあり，

その職務に支障を及ぼすおそれを否定できない。 

   したがって，当該不開示部分は，これを公にすることにより，公

安調査庁が行う所掌事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，

ひいては公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行

政機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められるので，

法５条４号に該当し，同条１号及び６号について判断するまでもな

く，不開示とすることが妥当である。  

ウ 法務省職員の氏名について 

（ア）文書２ないし文書１８及び文書２２では，法務省職員の氏名が記
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載されている部分が不開示とされている。 

法５条４号該当性について，当審査会事務局職員をして諮問庁に

確認させたところ，当該職員は，刑事局に所属する係長相当職未満

の職員で氏名を公表しておらず，異動により捜査活動に従事するこ

とが見込まれ，当該職員の氏名が公になると，内偵捜査等の捜査活

動に支障を及ぼすおそれがあり，当該職員の氏名は，公にすること

により，犯罪の予防，鎮圧又は捜査，その他公共の安全と秩序の維

持に支障を及ぼすおそれがあるとのことである。  

（イ）異動後に捜査活動に従事することが見込まれることに鑑みれば，

諮問庁の上記（ア）の説明に特段不自然，不合理な点は認められず，

当該職員の氏名を公にすることにより，犯罪捜査に支障を及ぼすお

それを否定できない。 

したがって，当該不開示部分は，これを公にすることにより，犯

罪の予防，鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を

及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由

があると認められるので，法５条４号に該当し，同条１号及び６号

について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

エ 核物質防護の措置に関する内容及び特別管理秘密の内容や指定状況

等について 

     文書２７では，核物質防護の措置に関する内容及び同措置の内容の

特別管理秘密の指定状況等が記載されている部分が不開示とされて

いる。 

     当該部分は，これを公にすることにより，核物質の防護措置内容等

が明らかとなり，テロ等を企図する者による活動をより容易にする

など，公共の安全に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認

めることにつき相当の理由があると認められるので，法５条４号に

該当し，同条６号について判断するまでもなく，不開示とすること

が妥当である。 

（４）法５条６号該当性について 

ア 諸外国における秘密保護に係る法令違反事件の刑事司法手続につい

て                                      

文書４では，諸外国における秘密保護に係る法令違反事件の刑事司

法手続に関して外国政府関係者等から聴取した内容が記載されてい

る部分が不開示とされている。 

     当該部分は，これを公にすることにより，外国政府関係者等から聴

取した内容が明らかとなり，我が国政府関係者による今後の情報収

集活動に支障を来すなど，国の機関が行っている事務に支障を及ぼ

すおそれがあると認められるので，法５条６号柱書きに該当し，同



- 17 - 

条３号について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当であ

る。 

イ 行政機関の電話番号，電子メールアドレス等について 

文書１ないし文書２７では，行政機関の直通電話番号，内線番号，

ファックス番号，電子メールアドレス及び電子メールアカウントの

ＵＲＬが記載されている部分が不開示とされている。 

当該部分は，これを公にすることにより，いたずらや偽計等に使用

され，国の機関が必要とする際の緊急の連絡や部外との連絡に支障

を来すなど，国の機関の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

あると認められるので，法５条６号柱書きに該当し，同条３号につ

いて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

 ４ 付言 

上記１のとおり，本件開示部分については，諮問庁が補充理由説明書で

初めて主張したものであり，本件対象文書につき，原処分及び諮問の段階

で，開示すべき情報があるか否かについて十分精査した上で，不開示部分

を特定しているものとは認め難い。今後，開示決定等に当たっては，その

対象となる行政文書につき，内容を十分精査し決定すべきである。 

また，原処分については，開示決定通知書に記載されたとおりの内容で

行われたものと解すべきであり，行政不服審査法４０条５項ただし書の規

定により，審査請求を受けて原処分を審査請求人の不利益に変更すること

はできないことから，諮問庁が審査請求に対する決定において，原処分で

開示することとされた本件開示部分を不開示に変更することはできない。 

５ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

６ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件請求文書の開示請求につき，本件対象文書を特定

し，その一部を法５条１号，３号，４号及び６号に該当するとして不開示

とした決定については，内閣情報調査室において，本件対象文書の外に開

示請求の対象として特定すべき文書を保有しているとは認められないので，

本件対象文書を特定したことは妥当であり，不開示とされた部分は同条１

号，３号，４号及び６号柱書きに該当すると認められるので，不開示とし

たことは妥当であると判断した。 

（第２部会） 

  委員 白井玲子，委員 池田綾子，委員 中川丈久 
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別紙 

 

１ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２３年

８月分（平成２３年８月１日分を除く）） 

２ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２３年

９月分） 

３ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２３年

１０月分） 

４ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２３年

１１月分） 

５ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２３年

１２月分） 

６ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２４年

１月分） 

７ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２４年

２月分） 

８ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２４年

３月分） 

９ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２４年

４月分） 

１０ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２４

年５月分） 

１１ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２４

年６月分） 

１２ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２４

年７月分） 

１３ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２４

年８月分） 

１４ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２４

年９月分） 

１５ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２４

年１０月分） 

１６ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２４

年１１月分） 

１７ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２４

年１２月分） 

１８ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２５

年１月分） 

１９ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２５
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年２月分） 

２０ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２５

年３月分） 

２１ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２５

年４月分） 

２２ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２５

年５月分） 

２３ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２５

年６月分） 

２４ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２５

年７月分） 

２５ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２５

年８月分） 

２６ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２５

年９月分） 

２７ 秘密保全法制に関する関係省庁との協議及び審査に係る文書（平成２５

年１０月分） 

 




